
令和５年７月２７日
酒田市健康福祉部高齢者支援課

１ 介護保険制度について（Ｐ2～）

２ 酒田市の状況について（Ｐ７～）

３ 計画策定について（Ｐ１２～）

４ 第８期計画について（Ｐ１９～）

（１）基本理念、基本目標

（２）重点事項・事業運営の主要課題

・介護サービス基盤の整備

・日常生活圏域及び地域包括支援センター

・介護保険料 等

第９期酒田市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画

第１回策定に関する懇話会資料
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資料 ４



●老人福祉法（抜粋）

第二十条の八 市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業（以下「老人福祉事業」と
いう。）の供給体制の確保に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。

７ 市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険事業計画と一体のも
のとして作成されなければならない。

８ 市町村老人福祉計画は、社会福祉法第百七条に規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定によ
る計画であって老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

●介護保険法（抜粋）

第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険
給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」という。）を定めるものとする。

６ 市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項 に規定する市町村老人福祉計画と一体
のものとして作成されなければならない。

９ 市町村介護保険事業計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第五条第
一項に規定する市町村計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

３ 計画策定について
高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画とは・・・

高齢者に対する施策の総合的な展開を図る計画

高齢者保健福祉計画
地域における高齢者福祉全般の施策を対象と

した計画
老人福祉法

介護保険事業計画
介護保険サービスや地域支援事業等、介護保

険特別会計の施策を対象とした計画
介護保険法
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計画の位置づけイメージ（第８期）

※介護保険事業計画は高齢者保健福祉計画に含まれるような関係であり、総合計画、地
域福祉計画等における高齢者施策の考え方との整合性を図りながら策定する。
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計画の策定体制と策定委員会の役割（案）
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            酒田市介護保険条例の改正（介護保険料の改正）  
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●介護保険法（抜粋）
第百十七条
８ 市町村は、市町村介護保険事業計画を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、
被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

○酒田市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画策定に関する懇話会要綱 （抜粋）
第1条 介護保険法第117条及び老人福祉法第20条の8の規定に基づく、高齢者保健福祉計画及
び介護保険事業計画の策定に当たり、広く住民の意見を聴取するため、酒田市高齢者保健福祉
計画及び介護保険事業計画策定に関する懇話会(以下「懇話会」という。）を設置する。
第2条 懇話会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医療及び保健団体関係者 (2) 介護及び福祉団体関係者 (3) 地域団体関係者 (4)
識見を有する者 (5) その他市長が必要と認める者
第3条 委員の任期は、一の高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画の策定が終了するまでと
する。
第4条 懇話会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選により選出し、副会長は、委員の中から会長が指名する。
3 会長は、懇話会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 懇話会は、会長が招集し、その議長となる。
2 懇話会の会議には、会長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させ、説明又は意見を
聴くことができる。
第6条 懇話会の事務局は、健康福祉部に置く。
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計画策定懇話会
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17（出典：全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長介護資料Ｒ0503）



計画策定スケジュール（案）
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～令和５年３月 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査、在宅介護実態調査

５月 策定委員の依頼、懇話会委員の推薦依頼

６月 第１回策定委員会（概要、スケジュール等）　→7/3開催

７月 第１回懇話会（概要、スケジュール等）

第２回策定委員会（８期計画の現状と課題、９期計画の基本方針、施設整備・日常生活圏域原案等）

第２回懇話会（８期計画の現状と課題、９期計画の基本方針）

　　　　　９月 議会民生常任委員勉強会（８期計画の現状と課題、９期計画の基本方針）

　　　　１０月

第３回策定委員会（保険料、施設整備、日常生活圏域、骨子・計画案等）

第３回懇話会（保険料・施設整備・日常生活圏域の考え方、骨子・計画案等）

民生常任委員勉強会（保険料・施設整備・日常生活圏域の考え方、骨子・計画案等）

第４回策定委員会（計画案の最終報告）

政策会議・庁議（保険料・施設整備・日常生活圏域）

第４回懇話会（計画案の最終報告）

民生常任委員勉強会（保険料、計画案の最終報告）

パブリックコメントの実施（～２月）

　　　　　２月 地区で計画説明会を開催

介護保険条例の改正（保険料等）を議会に上程

計画最終案決裁

県へ計画提出

　　　　　８月

令和６年１月

　　　　　３月

　　　　１２月

１１月


